
健康教育（安全衛生研修）仕様書 
 
１ 健康教育（安全衛生研修）について 
  健康教育（安全衛生研修）は、心身の健康に関する正しい認識と理解を深めるととも 
 に、職員の健康管理の一層の向上に資することを目的として、京都市及び京都市職員共 
 済組合（以下「共済組合」という。）の共催により実施する。 
 
２ 研修内容 
研修科目 食生活改善セミナー 
研修目的 健康、食への意識を高め、健康的な食生活を送り、生活習慣病などを予防

するための行動変容を取り入れる契機とする。 
受講対象者 受講を希望する職員で所属長が適当と認めた者 
受講予定人数 ２００名程度 
研修時間 ６０分程度 
実施予定時期 １０月頃 
研修場所 京都御池創生館 地下１階研修室（京都市中京区御池通柳馬場東入東八幡 

町 579 番地）             
研修方法 集合研修 
研修内容 ◇講話等 

◇質疑応答 
上限金額（税込） ３２０，０００円 
その他 ・当セミナーについては、実施機関、京都市及び共済組合の３者による委

託契約を締結する。 
※ 実施機関は、参加者に配布する資料を作成し、実施予定日までに行財政局人事部人事課安

全衛生担当に提出日時を調整し提出すること。 
 
３ その他取扱事項 

⑴ 実施機関は、受講希望者に内容をわかりやすく伝えるチラシを作成すること。 
⑵ 実施機関は、会場の設営を行うこと。 
⑶ 実施機関は、アンケートの作成、集計を行い、結果を行財政局人事部人事課安全衛生 
担当に報告すること。 

 ⑷ 研修実施予定時期及び具体的な研修内容等については、京都市及び共済組合との協議に

より変更することができる。 
 
４ 契約方法等 
 ⑴ 研修業務について、実施機関、京都市及び共済組合の３者による委託契約を締結する。 
 ⑵ 各研修業務に係る費用については、京都市より支払う。したがって、契約締結時及び費

用請求時においては、京都市に対して見積書、請求書及び完了届を提出すること。完了届

については共済組合にも提出すること。 


